
     

 
 

 

 2015 年 10 月より、マイナンバーが住民票の住所に簡易書留で送られています。 

 マイナンバー（社会保障・税番号）とは、日本国内の全住民（住民票を有する人）がもつ 

12 桁の番号です。この番号は、生涯変わりません。 

 

 

届いた「通知カード」は大切に保管し、マイナンバーの取り扱いには十分注意 

しましょう。 電話やメールで、マイナンバーを聞かれることはありません。   

ＬＰＡ活動では、くらしに役立つ学習会や相談会を店舗や支所で開催しています。出前講座も行っています。

お気軽に下記へお問い合わせ下さい。 
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【内閣府ＨＰより】

   ＬＰＡは組合員の「くらしの安心・安全」を守るお手伝いをしています。 

【お問い合わせ】 エフコープ 組合員活動部内 ＬＰＡ活動事務局 
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